
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と通信をする移動局において、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する緊急通信発呼部と、
　前記緊急通信発呼部からの要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制
御する出力制御部と、
　前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地
局に送信する移動局側送信部
を備え
　

。
【請求項２】
　前記出力制御部は、通常時の通信の場合に移動局から基地局が受信する信号を覆い隠し
て緊急時の通信の場合に移動局から基地局が受信する信号を解読可能な電界強度となるま
で、発呼信号の電界強度を増大させる請求項１に記載された移動局。
【請求項３】
　前記出力制御部は、基地局との緊急時の通信が終了するまで、電界強度を他の移動局と
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と
、

前記出力制御部は、前記移動局側通信部が緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記
発呼信号に対応して基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、基地局から送信される
電界強度の抑制信号を無視する
移動局



基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する強度に保ち続ける請求項１に記載さ
れた移動局。
【請求項４】
　前記移動局側送信部は、前記出力制御部によって制御される緊急時の電界強度によって
、緊急時の通信の発呼信号とともに緊急時の通信である旨の識別情報を送信する請求項１
に記載された移動局。
【請求項５】
　前記出力制御部は、 緊急時の通信路が確立された後、電界強度を通常時の電界強度
に抑制し、
　前記移動局側送信部は、基地局との緊急時の通信路が確立された後、前記出力制御部に
よって制御される通常時の電界強度で、緊急時の通信を基地局と行う請求項１に記載され
た移動局。
【請求項６】
　前記移動局側送信部は、基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、前記出力制御部
によって制御される緊急時の電界強度で、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信し続け
る請求項１に記載された移動局。
【請求項７】
　前記緊急通信発呼部は、航空機または船舶のいずれかの緊急時に、遭難通信の発呼を緊
急時の通信の発呼として要求し、
　前記出力制御部は、前記緊急通信発呼部の要求に対応して、基地局との通信に使用する
電界強度を、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電
界強度に制御する請求項１に記載された移動局。
【請求項８】
　前記緊急通信発呼部は、緊急通信または安全通信または非常通信の少なくともいずれか
の発呼を緊急時の通信の発呼として要求し、
　前記出力制御部は、前記緊急通信発呼部の要求に対応して、法律に抵触しない範囲の空
中線電力であって、基地局との通信に使用する電界強度を、他の移動局と基地局との通信
を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御する請求項１に記載された移
動局。
【請求項９】
　前記緊急通信発呼部は、緊急通信または安全通信または非常通信の少なくともいずれか
の発呼を緊急時の通信の発呼として要求し、
　前記出力制御部は、前記緊急通信発呼部の要求に対応して、法律に抵触しない範囲の空
中線電力であって、アンテナの指向性を利用することにより、基地局との通信に使用する
電界強度を、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電
界強度に制御する請求項１に記載された移動局。
【請求項１０】
　基地局と通信をする移動局側通信制御方法において、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求し、
　前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御
し、
　前記制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信
　

。
【請求項１１】
　複数の移動局と通信をする基地局において、
　複数の移動局から送信された信号を受信する基地局側受信部と、
　前記基地局側受信部が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の
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前記

し、
前記緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記発呼信号に対応して基地局との緊急時

の通信路が確立されるまで、基地局から送信される電界強度の抑制信号を無視する
移動局側通信制御方法



通信の発呼信号を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割
り当てる割当信号を送信する基地局側送信部とを備え
　

。
【請求項１２】
　前記基地局側送信部は、前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動
局に、割り当て可能な通信路の全部または一部のいずれかを割り当てる割当信号を送信す
る請求項１１に記載された基地局。
【請求項１３】
　前記基地局側送信部は、電界強度の抑制信号として、電界強度の低下または電界強度の
現状維持または通常時の通信の物理的切断のいずれかを指示する信号を移動局に送信する
請求項 に記載された基地局。
【請求項１４】
　複数の移動局と通信をする基地局側通信制御方法において、
　複数の移動局から送信された信号を受信し、
　前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を
検出し、
　前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる
割当信号を送信
　

。
【請求項１５】
　基地局と複数の移動局とが通信する通信システムにおいて、
　複数の移動局の各移動局は、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する緊急通信発呼部と、
　前記緊急通信発呼部からの要求に対応して、緊急時の通信に使用する電界強度を、他の
移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御する
出力制御部と、
　前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地
局に送信する移動局側送信部とを備え、
　基地局は、
　複数の移動局から送信された信号を受信する基地局側受信部と、
　前記基地局側受信部が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の
通信の発呼信号を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割
り当てる割当信号を送信する基地局側送信部とを備え
　

　

。
【請求項１６】
　上記通信システムは、複数の基地局を備え、
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、
前記基地局側送信部は、前記検出部によって緊急時の通信の発呼信号が検出された場合

、複数の移動局に電界強度の抑制信号を送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても
通信が途絶えない移動局に前記割当信号を送信する
基地局

１１

し、
前記緊急時の通信の発呼信号が検出された場合、複数の移動局に電界強度の抑制信号を

送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても通信が途絶えない移動局に前記割当信号
を送信する
基地局側通信制御方法

、
前記出力制御部は、前記移動局側通信部が緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記

発呼信号に対応して基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、基地局から送信される
電界強度の抑制信号を無視し、

前記基地局側送信部は、前記検出部によって緊急時の通信の発呼信号が検出された場合
、複数の移動局に電界強度の抑制信号を送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても
通信が途絶えない移動局に前記割当信号を送信する
通信システム



　複数の基地局の各基地局は、各基地局の覆域が重ならないように配置され、各々が独立
して各基地局の覆域内に存在する複数の移動局と通常時及び緊急時の通信を行う請求項

に記載された通信システム。
【請求項１７】
　基地局と通信をする移動局側通信制御プログラムにおいて、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する処理と、
　前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制
御する処理と、
　前記制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信する処理と

　

。
【請求項１８】
　複数の移動局と通信をする基地局側通信制御プログラムにおいて、
　複数の移動局から送信された信号を受信する処理と、
　前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を
検出する処理と、
　前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる
割当信号を送信する処理と
　

【請求項１９】
　基地局と通信をする移動局において、
　

　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する緊急通信発呼部と、
　前記緊急通信発呼部からの要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制
御する出力制御部と、
　前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地
局に送信する移動局側送信部
を備え
　

。
【請求項２０】
　基地局と通信をする移動局側通信制御方法において、
　

　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求し、
　前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御
し、
　前記制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信
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１
５

、
前記緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記発呼信号に対応して基地局との緊急時

の通信路が確立されるまで、基地局から送信される電界強度の抑制信号を無視する処理と
をコンピュータに実行させる移動局側通信制御プログラム

、
前記緊急時の通信の発呼信号が検出された場合、複数の移動局に電界強度の抑制信号を

送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても通信が途絶えない移動局に前記割当信号
を送信する処理と
をコンピュータに実行させる基地局側通信制御プログラム。

前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式による通信であり、

と
、

前記出力制御部が、前記移動局側通信部が緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記
発呼信号に対応して基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、基地局から送信される
電界強度の抑制信号を無視する
移動局

前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式による通信であり、

し、
前記緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記発呼信号に対応して基地局との緊急時



。
【請求項２１】
　複数の移動局と通信をする基地局において、
　

　複数の移動局から送信された信号を受信する基地局側受信部と、
　前記基地局側受信部が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の
通信の発呼信号を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割
り当てる割当信号を送信する基地局側送信部とを備え
　

。
【請求項２２】
　複数の移動局と通信をする基地局側通信制御方法において、
　

　複数の移動局から送信された信号を受信し、
　前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を
検出し、
　前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる
割当信号を送信
　

。
【請求項２３】
　基地局と複数の移動局とが通信する通信システムにおいて、
　

　複数の移動局の各移動局は、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する緊急通信発呼部と、
　前記緊急通信発呼部からの要求に対応して、緊急時の通信に使用する電界強度を、他の
移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御する
出力制御部と、
　前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地
局に送信する移動局側送信部とを備え、
　基地局は、
　複数の移動局から送信された信号を受信する基地局側受信部と、
　前記基地局側受信部が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の
通信の発呼信号を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割
り当てる割当信号を送信する基地局側送信部とを備え
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の通信路が確立されるまで、基地局から送信される電界強度の抑制信号を無視する
移動局側通信制御方法

前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式による通信であり、

、
前記基地局側送信部は、前記検出部によって緊急時の通信の発呼信号が検出された場合

、複数の移動局に電界強度の抑制信号を送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても
通信が途絶えない移動局に前記割当信号を送信する
基地局

前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式による通信であり、

し、
前記緊急時の通信の発呼信号が検出された場合、複数の移動局に電界強度の抑制信号を

送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても通信が途絶えない移動局に前記割当信号
を送信する
基地局側通信制御方法

前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式による通信であり、

、
前記出力制御部は、前記移動局側通信部が緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記

発呼信号に対応して基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、基地局から送信される
電界強度の抑制信号を無視し、

前記基地局側送信部は、前記検出部によって緊急時の通信の発呼信号が検出された場合
、複数の移動局に電界強度の抑制信号を送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても



。
【請求項２４】
　基地局と通信をする移動局側通信制御プログラムにおいて、
　

　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する処理と、
　前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制
御する処理と、
　前記制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信する処理と

　

。
【請求項２５】
　複数の移動局と通信をする基地局側通信制御プログラムにおいて、
　

　複数の移動局から送信された信号を受信する処理と、
　前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を
検出する処理と、
　前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる
割当信号を送信する処理と
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信システムにおける基地局と移動局の通信制御方法及び通信システムに関わ
るものである。特に、通常時の通信に対し、緊急時の通信において好適なＣＤＭＡ通信シ
ステムにおける通信制御方法および基地局と移動局を含む通信システムに関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
遠近問題は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ
）方式において常に問題となる。移動局が同じ出力で送信を行うとすると、基地局におい
て遠くの移動局からの電波は弱く、近くの移動局からの電波は強くなる。このことが問題
を引き起こす。
従来の多重化通信方式である周波数分割多元接続（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、以下、ＦＤＭＡと記す。）や時分割多元接続（Ｔ
ｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、以下、ＴＤＭＡと記す。
）においてはこのことは問題とならなかった。
【０００３】
ＦＤＭＡにおいては、各移動局が異なる周波数を利用している。そのため、基地局は遠方
の移動局からの電波と、近接する移動局からの電波の強さが違っていても周波数により区
別することができる。
ＴＤＭＡにおいては、各移動局が異なるタイムスロットを利用する。そのため、基地局に
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通信が途絶えない移動局に前記割当信号を送信する
通信システム

前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式による通信であり、

、
前記緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記発呼信号に対応して基地局との緊急時

の通信路が確立されるまで、基地局から送信される電界強度の抑制信号を無視する処理と
をコンピュータに実行させる移動局側通信制御プログラム

前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式による通信であり、

、
前記緊急時の通信の発呼信号が検出された場合、複数の移動局に電界強度の抑制信号を

送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても通信が途絶えない移動局に前記割当信号
を送信する処理と
をコンピュータに実行させる基地局側通信制御プログラム。



おいて遠方の移動局からの電波と、近接する移動局からの電波が同時に来ることはない。
そのため、基地局は遠方の移動局からの電波と近接する移動局からの電波の強さが違って
いてもタイムスロットにより区別することができる。
一方、ＣＤＭＡ方式では、基地局は複数の移動局に対し、同じ周波数を用い、異なるコー
ドを用いて同時に通信を行う。そこで、遠方の移動局からの電波と近接する移動局からの
電波が同時に同じ周波数で来ると、遠方の移動局からの電波は近接する移動局の電波に掻
き消されてしまう。これが遠近問題と呼ばれる問題の概略である。
【０００４】
現在、遠近問題を回避する方法として以下の２つの方法が知られている。
１つは、人工衛星を基地局、地球上（上空も含む）の局を移動局とする方法である。この
とき、移動局と基地局の距離の比はすべての移動局に対してほぼ一定となる。よって、Ｃ
ＤＭＡ方式を通信に利用しても遠近問題は問題とならない。この方法はＧＰＳ（Ｇｌｏｂ
ａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）で用いられている。
もう１つは、移動局と基地局の間でやり取りを行い、基地局における各移動局の電界強度
がほぼ一定となるようフィードバックループを構成し、移動局側が出力を調整する方法で
ある。これをパワーコントロールと呼ぶ。パワーコントロールにはオープンループ制御、
クローズドループ制御の２種類の方法が存在する。この方法は携帯電話等のセルラーシス
テムで用いられており、米Ｑｕａｌｃｏｍｍ社の特許である（たとえば、特許文献１、特
許文献２、特許文献３参照）。
【０００５】
【特許文献１】
国際公開ＷＯ９１／０７０３７号公報
【特許文献２】
国際公開ＷＯ９２／２１１９６号公報
【特許文献３】
国際公開ＷＯ９４／１９８７６号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来、緊急通信等は、以下のように行っていた。ここで、緊急通信等とは、電波法に定め
る遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信のいずれかをいう。
ＦＤＭＡにおいては、特定の周波数を非常通信周波数と定め、非常通信周波数を常時聴取
することを義務づけている（電波法第六十五条）。
しかしながら、この方法では緊急通信等を行っていないときに非常通信周波数を使用して
はならないので、すべての周波数を通信のために活用しているとは言えない。
同様に、ＴＤＭＡにおいては、特定のタイムスロットを非常用と定め、非常用のタイムス
ロットは非常時以外に使用してはならないとすることで緊急通信等を行うことができる。
しかしながら、この方法では緊急通信等を行っていないときに非常用のタイムスロットを
使用してはならないので、すべての時間を通信のために活用しているとは言えない。
同様に、ＣＤＭＡの場合は、特定のコードを非常用と定め、非常用のコードは非常時以外
に使用してはならないとすることで緊急通信等を行うことができるようになる。しかしな
がら、この方法では緊急通信等を行っていないときに非常用のコードを使用してはならな
いので、すべてのコードを通信のために活用しているとは言えない。
【０００７】
このように、従来の方法に共通する問題は、ＦＤＭＡならば非常通信周波数、ＴＤＭＡな
らば非常用タイムスロット、ＣＤＭＡならば非常用コードを緊急通信のために予約してい
ることである。言い換えれば、有限な資源である電波として割り当てられた通信路容量を
、一部ではあるが、殆ど使用されない緊急通信等のために常時予約している。以下、この
ような緊急通信を通信路容量予約型緊急通信と呼ぶこととする。
通信路容量予約型緊急通信では、通信路容量を部分的にではあるが、めったに行わない緊
急通信等を行うときのためだけに予約している。そのため、すべての通信路容量を通常の
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通信のために活用することはできない。これは有限な資源である電波の有効活用という点
において非効率であると考えられる。
さらにＦＤＭＡの場合は、通常の通信とは別に、滅多に呼び出しのない非常通信周波数を
常時聴取しなければならない。これは運用する人間にとっても大きな負担を与える。
【０００８】
本発明は、緊急通信等を発したときに、これらを優先的に取り扱う方法として、単純かつ
効果的な方法により緊急時の通信を優先的に取り扱うことを目的とする。特にＣＤＭＡ方
式を通信に利用したとき、単純かつ効果的な方法により緊急時の通信を優先的に取り扱う
方法を提案する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る移動局は、
　基地局と通信をする移動局において、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する緊急通信発呼部と、
　前記緊急通信発呼部からの要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制
御する出力制御部と、
　前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地
局に送信する移動局側送信部とを備え
　

【００１０】
また、前記出力制御部は、通常時の通信の場合に移動局から基地局が受信する信号を覆い
隠して緊急時の通信の場合に移動局から基地局が受信する信号を解読可能な電界強度とな
るまで、発呼信号の電界強度を増大させる。
【００１１】
また、前記出力制御部は、基地局との緊急時の通信が終了するまで、電界強度を他の移動
局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する強度に保ち続ける。
【００１２】
また、前記移動局側送信部は、前記出力制御部によって制御される緊急時の電界強度によ
って、緊急時の通信の発呼信号とともに緊急時の通信である旨の識別情報を送信する。
【００１３】
　また、前記出力制御部は、 緊急時の通信路が確立された後、電界強度を通常時の電
界強度に抑制し、
　前記移動局側送信部は、基地局との緊急時の通信路が確立された後、前記出力制御部に
よって制御される通常時の電界強度で、緊急時の通信を基地局と行う。
【００１４】
また、前記移動局側送信部は、基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、前記出力制
御部によって制御される緊急時の電界強度で、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信し
続ける。
【００１５】
また、前記緊急通信発呼部は、航空機または船舶のいずれかの緊急時に、遭難通信の発呼
を緊急時の通信の発呼として要求し、
前記出力制御部は、前記緊急通信発呼部の要求に対応して、基地局との通信に使用する電
界強度を、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界
強度に制御する。
【００１６】
また、前記緊急通信発呼部は、緊急通信または安全通信または非常通信の少なくともいず
れかの発呼を緊急時の通信の発呼として要求し、
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、
前記出力制御部は、前記移動局側通信部が緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記

発呼信号に対応して基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、基地局から送信される
電界強度の抑制信号を無視する。

前記



前記出力制御部は、前記緊急通信発呼部の要求に対応して、法律に抵触しない範囲の空中
線電力であって、基地局との通信に使用する電界強度を、他の移動局と基地局との通信を
覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御する。
【００１７】
また、前記緊急通信発呼部は、緊急通信または安全通信または非常通信の少なくともいず
れかの発呼を緊急時の通信の発呼として要求し、
前記出力制御部は、前記緊急通信発呼部の要求に対応して、アンテナの指向性を利用する
ことにより、基地局との通信に使用する電界強度を、他の移動局と基地局との通信を覆い
隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御する請求項１に記載された移動局。
【００１８】
　本発明に係る移動局側通信制御方法は、
　基地局と通信をする移動局側通信制御方法において、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求し、
　前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御
し、
　前記制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信
　

。
【００１９】
　本発明に係る基地局は、
　複数の移動局と通信をする基地局において、
　複数の移動局から送信された信号を受信する基地局側受信部と、
　前記基地局側受信部が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の
通信の発呼信号を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割
り当てる割当信号を送信する基地局側送信部とを備え
　

【００２０】
また、前記基地局側送信部は、前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した
移動局に、割り当て可能な通信路の全部または一部のいずれかを割り当てる割当信号を送
信する。
【００２２】
また、前記基地局側送信部は、電界強度の抑制信号として、電界強度の低下または電界強
度の現状維持または通常時の通信の物理的切断のいずれかを指示する信号を移動局に送信
する。
【００２３】
　本発明に係る基地局側通信制御方法は、
　複数の移動局と通信をする基地局側通信制御方法において、
　複数の移動局から送信された信号を受信し、
　前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を
検出し、
　前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる
割当信号を送信
　

【００２４】
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し、
前記緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記発呼信号に対応して基地局との緊急時

の通信路が確立されるまで、基地局から送信される電界強度の抑制信号を無視する

、
前記基地局側送信部は、前記検出部によって緊急時の通信の発呼信号が検出された場合

、複数の移動局に電界強度の抑制信号を送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても
通信が途絶えない移動局に前記割当信号を送信する。

し、
前記緊急時の通信の発呼信号が検出された場合、複数の移動局に電界強度の抑制信号を

送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても通信が途絶えない移動局に前記割当信号
を送信する。



　本発明に係る通信システムは、
　基地局と複数の移動局とが通信する通信システムにおいて、
　複数の移動局の各移動局は、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する緊急通信発呼部と、
　前記緊急通信発呼部からの要求に対応して、緊急時の通信に使用する電界強度を、他の
移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御する
出力制御部と、
　前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地
局に送信する移動局側送信部とを備え、
　基地局は、
　複数の移動局から送信された信号を受信する基地局側受信部と、
　前記基地局側受信部が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の
通信の発呼信号を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割
り当てる割当信号を送信する基地局側送信部とを備え
　

　

【００２５】
また、上記通信システムは、複数の基地局を備え、
複数の基地局の各基地局は、各基地局の覆域が重ならないように配置され、各々が独立し
て各基地局の覆域内に存在する複数の移動局と通常時及び緊急時の通信を行う。
【００２６】
　本発明に係る移動局側通信制御プログラムは、
　基地局と通信をする移動局側通信制御プログラムにおいて、
　緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する処理と、
　前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を
、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制
御する処理と、
　前記制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信する処理と

　

【００２７】
　本発明に係る基地局側通信制御プログラムは、
　複数の移動局と通信をする基地局側通信制御プログラムにおいて、
　複数の移動局から送信された信号を受信する処理と、
　前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を
検出する処理と、
　前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる
割当信号を送信する処理と
　

　
　

10

20

30

40

50

(10) JP 3746773 B2 2006.2.15

、
前記出力制御部は、前記移動局側通信部が緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記

発呼信号に対応して基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、基地局から送信される
電界強度の抑制信号を無視し、

前記基地局側送信部は、前記検出部によって緊急時の通信の発呼信号が検出された場合
、複数の移動局に電界強度の抑制信号を送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても
通信が途絶えない移動局に前記割当信号を送信する。

、
前記緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記発呼信号に対応して基地局との緊急時

の通信路が確立されるまで、基地局から送信される電界強度の抑制信号を無視する処理と
をコンピュータに実行させる。

、
前記緊急時の通信の発呼信号が検出された場合、複数の移動局に電界強度の抑制信号を

送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても通信が途絶えない移動局に前記割当信号
を送信する処理とをコンピュータに実行させる。

本発明に係る移動局は、
基地局と通信をする移動局において、
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前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）方式による通信であり、

緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する緊急通信発呼部と、
前記緊急通信発呼部からの要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を

、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制
御する出力制御部と、

前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地
局に送信する移動局側送信部と
を備え、

前記出力制御部が、前記移動局側通信部が緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記
発呼信号に対応して基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、基地局から送信される
電界強度の抑制信号を無視する。

本発明に係る移動局側通信制御方法は、
基地局と通信をする移動局側通信制御方法において、
前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ

ｓ）方式による通信であり、
緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求し、
前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を

他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御
し、

前記制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信し、
前記緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記発呼信号に対応して基地局との緊急時

の通信路が確立されるまで、基地局から送信される電界強度の抑制信号を無視する。
本発明に係る基地局は、
複数の移動局と通信をする基地局において、
前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ

ｓ）方式による通信であり、
複数の移動局から送信された信号を受信する基地局側受信部と、
前記基地局側受信部が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の

通信の発呼信号を検出する検出部と、
前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割

り当てる割当信号を送信する基地局側送信部とを備え、
前記基地局側送信部は、前記検出部によって緊急時の通信の発呼信号が検出された場合

、複数の移動局に電界強度の抑制信号を送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても
通信が途絶えない移動局に前記割当信号を送信する。

本発明に係る基地局側通信制御方法は、
複数の移動局と通信をする基地局側通信制御方法において、
前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ

ｓ）方式による通信であり、
複数の移動局から送信された信号を受信し、
前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を

検出し、
前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる

割当信号を送信し、
前記緊急時の通信の発呼信号が検出された場合、複数の移動局に電界強度の抑制信号を

送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても通信が途絶えない移動局に前記割当信号
を送信する。

本発明に係る通信システムは、
基地局と複数の移動局とが通信する通信システムにおいて、
前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ



　
　
　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　
　

　

　

　
　
　

　
　

　

　

【００２８】
【発明の実施の形態】
以下に説明する実施の形態に係る通信システムでは、本発明を航空分野に適用した場合を
一例に挙げて説明する。
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ｓ）方式による通信であり、
複数の移動局の各移動局は、
緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する緊急通信発呼部と、
前記緊急通信発呼部からの要求に対応して、緊急時の通信に使用する電界強度を、他の

移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御する
出力制御部と、

前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地
局に送信する移動局側送信部とを備え、

基地局は、
複数の移動局から送信された信号を受信する基地局側受信部と、
前記基地局側受信部が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の

通信の発呼信号を検出する検出部と、
前記検出部が検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割

り当てる割当信号を送信する基地局側送信部とを備え、
前記出力制御部は、前記移動局側通信部が緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記

発呼信号に対応して基地局との緊急時の通信路が確立されるまで、基地局から送信される
電界強度の抑制信号を無視し、

前記基地局側送信部は、前記検出部によって緊急時の通信の発呼信号が検出された場合
、複数の移動局に電界強度の抑制信号を送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても
通信が途絶えない移動局に前記割当信号を送信する。

本発明に係る移動局側通信制御プログラムは、
基地局と通信をする移動局側通信制御プログラムにおいて、
前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ

ｓ）方式による通信であり、
緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する処理と、
前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を

、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制
御する処理と、

前記制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局に送信する処理と
、

前記緊急時の通信の発呼信号を送信した後、前記発呼信号に対応して基地局との緊急時
の通信路が確立されるまで、基地局から送信される電界強度の抑制信号を無視する処理と
をコンピュータに実行させる。

本発明に係る基地局側通信制御プログラムは、
複数の移動局と通信をする基地局側通信制御プログラムにおいて、
前記通信は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ

ｓ）方式による通信であり、
複数の移動局から送信された信号を受信する処理と、
前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を

検出する処理と、
前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる

割当信号を送信する処理と、
前記緊急時の通信の発呼信号が検出された場合、複数の移動局に電界強度の抑制信号を

送信し、送信した電界強度の抑制信号によっても通信が途絶えない移動局に前記割当信号
を送信する処理と
をコンピュータに実行させる。



ここで、航空機と通信を行う地上局及び航空機と通信を行う衛星局を基地局と呼ぶ。また
、基地局と通信を行う航空機を移動局と呼ぶ。
また、移動局と基地局の間において、ＣＤＭＡ方式を使用した通信路が確立している状態
を考える。これは、基地局が管制官に、移動局がパイロットに対応し、その他は従来の構
成と同等である。
また、以下に説明する実施の形態に係る通信システムは、ＣＤＭＡ方式を利用していて、
遠近問題が問題とならない状況、即ちパワーコントロールが行われているか、基地局が衛
星であると仮定する。
【００２９】
また、以下に説明するすべての実施の形態において、緊急時の通信とは、遭難通信、緊急
通信、安全通信及び非常通信をいう。
ここで、遭難通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を
前置する方法をいう。
緊急通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急
の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法をいう。
安全通信とは、船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前
置する方法をいう。
非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、
又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれ
を利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は
秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
また、通常時の通信とは、緊急時の通信以外の通信をいう。
【００３０】
実施の形態１．
以下、実施の形態１について説明する。
図１は、実施の形態１の通信システムを構成する基地局１００と移動局２００の通常時の
通信を図示したものである。
基地局１００が、移動局２００ａ、移動局２００ｂ、移動局２００ｃ、・・・、移動局２
００ｎというｎ個（ｎは２以上の自然数）の移動局と通信している状況を考える。通常は
、図１のようにすべての移動局２００が、基地局１００と通常時の通信を行っている。
【００３１】
次に、移動局２００ａが緊急時の通信を行う方法を以下に説明する。
図２は、移動局２００ａが緊急時の通信を発信した時の通信状態を図示したものである。
移動局２００ａは、基地局１００に向けて移動局２００ａが発信する信号の電界強度を一
時的に増加させる。これは移動局２００ａが一時的に出力を増加させるか、またはアレイ
アンテナを使用するなどして空中線の利得を変化させる、等の方法で実現可能である。こ
のとき、基地局１００はすべての移動局２００に対してこれまでの出力レベルを保つよう
制御する信号を出し続けるものとする。
遠近問題として知られるＣＤＭＡ方式の特性から、ある移動局だけからの電界強度が強く
なると、基地局は他の移動局からの電波を復号できなくなる。この場合では、基地局１０
０において移動局２００ａからの電波が他の移動局からの電波に比べて十分強い状態にな
ったとき、基地局１００は移動局２００ｂ、・・・、移動局２００ｎの電波を復号するこ
とはできなくなる。
このようにして、移動局２００ａは移動局２００ａと基地局１００との通信信号を解読可
能な電界強度となるまで、発呼信号の電界強度を増大させることにより他の移動局２００
ｂ、・・・、移動局２００ｎと基地局１００との通信を覆い隠し、基地局１００に対して
すべての通信路容量を使用することのできる独占的な通信路を確立することができる。こ
こで、移動局が基地局の覆域に入っていれば、基地局から移動局に対して電波が届くので
、基地局側の出力制御は不要である。
【００３２】
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次に、本実施の形態の通信システムを構成する基地局１００及び移動局２００の内部構成
について、図３を用いて説明する。
ＣＤＭＡを利用した移動局２００には、通常のパワーコントロール、すなわち、通常時の
通信を行うための信号の電界強度を制御する機能と緊急時には通常時と切り替えて、通常
のパワーコントロールを無視して、出力を一時的に増大させる機能を持つ出力制御部２０
２が必要である。その他、移動局２００は、通常時の通信を制御する通信制御部２０４、
緊急時に緊急時の通信の発呼を出力制御部２０２に要求する緊急通信発呼部２０６、基地
局１００と無線通信する信号を送信する移動局側送信部２０８及び基地局１００と無線通
信する信号を受信する移動局側受信部２１０とを備える。
【００３３】
一方、基地局１００は、移動局２００との無線通信に使用する信号の電界強度を制御する
出力制御部１０２、移動局２００と無線通信する信号を送信する基地局側送信部１１０及
び移動局２００と無線通信する信号を受信する基地局側受信部１０８、基地局側受信部１
０８が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を
検出する検出部１０６及び通常時の通信を制御する通信制御部１０４を備える。
【００３４】
次に、本通信システムの動作について説明する。
移動局２００ａは基地局１００に対し、以下のように緊急時の通信を発信する。
（１）緊急時に、緊急通信発呼部２０６からなされる緊急時の通信の発呼要求に対応して
、出力制御部２０２は、電界強度の出力調整を通常モードから緊急モードに切り替え、他
の移動局と基地局１００との通信を覆い隠し、自局と基地局１００との緊急時の通信信号
を解読可能な電界強度となるまで緊急時の通信に使用する電界強度を増大させる。
（２）移動局側送信部２０８は、出力制御部２０２によって制御される電界強度によって
、緊急時の通信の発呼信号を基地局１００に向けて送信する。
（３）基地局側受信部１０８は、緊急時の通信を発信した移動局２００ａからの強力な電
波を受信する。
（４）検出部１０６は、基地局側受信部１０８が受信した信号の電界強度に基づいて、受
信した信号から緊急時の通信の発呼信号を検出し、基地局側送信部１１０はすべての移動
局に対して電界強度を抑制させる抑制信号を出し続ける。この時、基地局側送信部１１０
は、この電界強度の抑制信号として、電界強度の低下を指示するか、または、電界強度の
現状維持（電界強度の上昇を抑止する）を指示するか、または、他の移動局との通常時に
おける通信の物理的切断のいずれかを指示する信号をすべての移動局に送信する。
（５）移動局２００ａは、この電界強度の抑制信号を無視するが、他の移動局は遠近効果
により抑圧され、基地局１００では移動局２００ａから発信された緊急時の通信以外の通
信を受信できなくなる。
（６）基地局側送信部１１０は、検出部１０６が検出した緊急時の通信を発信した移動局
２００ａに緊急時の通信路を割り当てる割当信号を送信し、緊急時の通信を発信した移動
局２００ａのみが基地局１００との通信路を確立する。
基地局側送信部１１０は、移動局２００ａに割り当て可能な通信路の全部または一部を割
り当てることができる。基地局側送信部１１０が、移動局２００ａに割り当て可能な通信
路の全部を割り当てた場合には、移動局２００ａは、すべての通信路を使用して緊急時の
通信を迅速に行うことができる。また、基地局側送信部１１０が、移動局２００ａに通信
路の一部を割り当てた場合には、他の移動局も基地局１００との通信路を使用した通常時
の通信を留保しながら、移動局２００ａとの緊急時の通信を確保することができる。
（７）基地局１００との緊急時の通信路を確立した後、移動局２００ａの出力制御部２０
２は、電界強度を通常の電界強度に抑制し、通常の通信手順に従って基地局と緊急時の通
信を行う。
ただし、出力制御部２０２は、基地局１００との緊急時の通信が終了するまで、他の移動
局と基地局１００との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度に電界強度を保ち続
けてもよい。
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【００３５】
次に、以上の通信手順に加え、緊急時の通信の発呼とともに、コード割り当て要求をする
場合について、図４を用いて説明する。
図４は、移動局２００ａが緊急時の通信を発信する場合を想定した通信手順を示す図であ
る。図４の中において太線で記述されている線は、緊急時に通常よりも大きな出力（電界
強度）で送信を行っていることを示す。
まず、緊急時に、緊急通信発呼部２０６からなされる緊急時の通信の発呼要求に対応して
、出力制御部２０２は、電界強度の出力調整を通常モードから緊急モードに切り替え、他
の移動局と基地局１００との通信を覆い隠し、自局と基地局１００との緊急時の通信信号
を解読可能な電界強度となるまで緊急時の通信に使用する電界強度を増大させる（Ｓ１）
。
移動局側送信部２０８は、出力制御部２０２によって制御される電界強度によって、緊急
時の通信の発呼信号とともにコード割り当て要求信号を送信する（Ｓ２）。コード割り当
て要求信号は、緊急時の通信である旨の識別情報の一例であり、緊急時であることを基地
局１００に知らせることができれば、どんな情報を持っていてもよい。
【００３６】
基地局側受信部１０８は、緊急時の通信を発信した移動局２００ａからの強力な電波を受
信する（Ｓ３）。
検出部１０６は、基地局側受信部１０８が受信した信号の電界強度に基づいて、受信した
信号から緊急時の通信の発呼信号を検出し、基地局側送信部１１０は他の移動局に対して
電界強度を抑制させる抑制信号を出し続ける（Ｓ４）。
他の移動局は遠近効果により抑圧され、基地局１００では移動局２００ａから発信された
緊急時の通信以外の通信を受信できなくなる（Ｓ５）。
基地局側送信部１１０は、検出部１０６が検出した緊急時の通信を発信した移動局２００
ａに緊急時の通信路を割り当てる割当信号（コード割り当て）を送信し、緊急時の通信を
発信した移動局２００ａのみが基地局１００との通信路を確立する（Ｓ６）。
移動局側送信部２０８は、基地局１００に対し、コード割り当てに対する認証信号（Ａｃ
ｋ）を送信する（Ｓ７）。
【００３７】
その後、通常のパワーコントロールされた状態（通常時の電界強度）に戻る。これにより
、他の移動局の通信に対する妨害を最小限にとどめることができる。また、この方法によ
り他の移動局が緊急時の通信を発する場合に備えることができる。
このシステムでは最終的には通常の通信手順に従って通信を行う（Ｓ８）。つまり、緊急
時の通信を発した移動局２００ａの電界強度は、最終的には、通常時の通信にパワーコン
トロールされた状態と同じになる。
そのために、通信路を確立したら、移動局２００ａと基地局１００の間でネゴシエーショ
ンを行い、移動局２００ａは必要な帯域（コード）だけを緊急時の通信のために確保する
。ただし、前述したように、移動局２００ａはすべての帯域（コード）を緊急時の通信の
ために確保することもできる。
【００３８】
航空機や船舶が遭難通信を発信する場合、必ずしも空中線出力は無線局免許状に記載され
たものの範囲である必要はない。船舶又は航空機が遭難通信を行う場合は、無線設備の設
置場所、識別符号、電波の型式、周波数、運用時間及び空中線電力は免許状に記載された
ところによらなくともよい。即ち、免許された出力を超え、技術的に可能な最大出力で送
信することができる。電波法第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十
六条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第八十条、第百六条）電波法｝ので、技術
的に可能な最大の出力で送信しても電波法（第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五
十五条、第五十六条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第八十条、第百六条）には
反しないからである。
したがって、緊急通信発呼部２０６が、航空機または船舶のいずれかの緊急時に、遭難通
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信の発呼を緊急時の通信の発呼として要求する場合には、出力制御部２０２は、緊急通信
発呼部２０６の要求に対応して、基地局１００との通信に使用する電界強度を十分大きな
出力（使用する受信機、変調方式、必要な誤り発生率にも依存する）で送信を行うことに
より、他の移動局（無線局免許状に記載された空中線電力で送信を行っている）からの電
波を抑圧することが可能となる。すなわち、出力制御部２０２は、電界強度の出力を自己
の能力の最大限に設定して送信することができる。
【００３９】
しかし、この方式は他の無線局の運用を故意に阻害するため、緊急通信発呼部２０６が、
緊急通信または安全通信または非常通信の少なくともいずれかの発呼を緊急時の通信の発
呼として要求する場合には、出力制御部２０２は、緊急通信発呼部２０６の要求に対応し
て、基地局１００との通信に使用する電界強度を、電波法などの法律に抵触しない範囲の
空中線電力であって、他の移動局と基地局との通信を覆い隠して、緊急時の通信を確立す
る程度の強度に制御する必要がある。日本国内で遭難通信以外の用途に過度な空中線電力
による通信を行った場合には、電波法第五十六条により罰せられるからである。
【００４０】
以上、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）方式を使用して、遭難通信、緊急通信、安全通信及
び非常通信（緊急時の通信）、通常時の通信などを行う無線通信方法とその通信システム
であって、無線通信を行うための基地局１００と２つ以上の移動局２００からなり、基地
局１００及び移動局２００が上記通常通信以外の通信を行う場合に、他の通常時の通信を
行う移動局よりも大きな電界強度で通信することを可能とする送受信機を備え、基地局１
００と通常通信を行う移動局２００との通信を緊急通信等の電波に埋もれさせ、緊急時の
通信を行う移動局との通信を優先させることを特徴とした無線通信方法とそのシステムに
ついて説明した。
【００４１】
また、移動局２００が基地局１００からの電界強度を測定し、通常通信時の基地局１００
からの距離に応じた適正な送信電力を求める第１の工程と、該第１の行程で求められた送
信電力を超える強いレベルでの手段を備えるとともに、移動局側で通常通信時の送信レベ
ル以上の送信電力での通信を制御する手段を備えた無線通信方法とそのシステムについて
説明した。
【００４２】
本実施の形態の発明によれば、第１に、通信路容量予約型緊急通信のように通信路容量の
一部を緊急通信等のために常時確保する必要がなくなる。これは世界的な課題である周波
数の有効利用に大きく資するものである。
【００４３】
また、この方法において独占的に確立した通信路は、通信路の全容量を１つの局により独
占することができる。
より正確に言えば、コードの選択は緊急通信等を発信する移動局が自由に選択することが
できるので、通信路容量の設定は移動局が任意に設定することができる。このような通信
路容量の任意性はＣＤＭＡ方式に特有であり、ＴＤＭＡ方式やＦＤＭＡ方式で同様の方式
を実現するには大規模な装置を必要とする。
【００４４】
さらに、基地局はＦＤＭＡにおいては必須であった非常通信周波数の聴取義務から解放さ
れる。
【００４５】
実施の形態２．
本実施の形態では、２局以上の移動局２００より緊急時の通信が発呼され得る状況を考え
る。図５に複数の移動局より緊急時の通信が発呼される通信システムの全体構成図を示す
。
最初の移動局２００ａが発する緊急時の通信に対しては先程と同様に通信路を確立する。
２番目の移動局２００ｎが発信する緊急時の通信のために、本実施の形態では以下の手順
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を追加する。
移動局２００ｎは基地局１００ａとの独占的な通信路が確保できなかった場合には、ある
時間間隔（時間間隔はランダムに決定する）ごとに、基地局との独占的な通信路を確保で
きるまで、先の例のように基地局１００ａとの独占的な通信路を確保しようと試みる。
最初の移動局２００ａが通信路を確保してネゴシエーション（緊急時の通信路の確立）を
行った時点で最初の移動局２００ａは出力（電界強度）を下げる。
２番目の移動局２００ｎの移動局側送信部２０８は、基地局１００ａとの緊急時の通信路
が確立されるまで、出力制御部２０２によって制御される電界強度で、緊急時の通信の発
呼信号を基地局１００ａに送信し続けているので、最初の移動局２００ａが電界強度を下
げた後、基地局１００ａとの通信路を確保することができる。このとき、通信路容量の配
分（ＣＤＭＡの場合はコードの決定）は基地局が関与してよいことに注意する。
【００４６】
なお、基地局１００ａは、１番目の移動局２００ａと基地局１００ａが緊急時の通信を行
っている間になされた２番目の移動局２００ｎの緊急時の発呼信号を、１番目の移動局２
００ａと基地局１００とが緊急時の通信を行っている際中に受付けることもできる。
この場合、２番目の移動局２００ｎの緊急時の発呼信号によって、１番目の移動局２００
ａと行っている緊急時の通信が破壊される時間は高々１００ミリｓｅｃ程度であるため、
１番目の移動局２００ａと基地局との通信に大きな支障はないと考えられる。
このように、基地局１００ａは、２番目の移動局２００ｎの緊急時の発呼信号も１番目の
移動局２００ａとの通信中に受付けることによって、１番目の移動局２００ａとの緊急時
の通信と２番目の移動局２００ｎとの緊急時の通信を並行して行うことが可能となる。
【００４７】
また、セルラー方式では基地局の覆域が重ならないよう分割されていれば、多数の基地局
が存在する場合の問題を、１つの基地局だけの場合に還元することができる。ここで、セ
ルの形は最適な形であるボロノイ分割でなくとも良い。
ボロノイ分割とは、母点Ｐ i（ｉは自然数である。この場合Ｐ iは基地局１００を表す点と
なる）の集合｛Ｐ i｝に対し、隣接するＰ iとＰ jの垂直二等分線の線分により構成される
分割である。この分割によってできた多角形をボロノイ多角形、分割全体を表した図をボ
ロノイ図という。Ｐ 0、・・・、Ｐ 5を母点とするボロノイ図の例を図６に示す。
上述したように、セルラー方式では、図６に示すように、基地局Ｐ 0と通信する移動局２
００ａ、移動局２００ｂに対する各実施の形態に記載した緊急時の通信方法は、移動局２
００ａ、移動局２００ｂが基地局Ｐ４ に移動した場合にも、基地局Ｐ 4との間で確立する
ことが可能である。すなわち、基地局Ｐ 0と基地局Ｐ 0のセル内の移動局との緊急時通信と
基地局Ｐ 4と基地局Ｐ 4のセル内の移動局との緊急時通信とは互いに独立したものである。
したがって、図５に示す基地局１００ａによる緊急時の通信路の確立方法は、基地局１０
０ｂにおいても同様に確立することができる。なお、基地局１００ａと基地局１００ｂと
は、中央制御システム４００によって制御される。
【００４８】
以上、本実施の形態では、移動局２００から通常通信時以外の緊急時に、緊急時の通信の
発呼とともにリクエストコード（コード割り当て要求）を送信し、基地局１００からパワ
ーコントロールビット（電界強度の抑制信号）を通信チャネルに挿入して送信し、他の移
動局の送信電力を制御する手段を備えた無線通信方法とそのシステムについて説明した。
【００４９】
また、移動局２００が緊急通信路等の成立・不成立を確認しながら通常通信と緊急通信等
の送信電力制御をする手段を備え、緊急通信路等が確立するまである一定間隔で緊急通信
等の発呼をすることにより、同一基地局内で複数の移動局が緊急通信を行うことを可能と
した無線通信方法とそのシステムについて説明した。
【００５０】
本実施の形態によれば、緊急時の通信の発呼とともに緊急時である旨のフラグ（リクエス
トコード）が基地局１００に送信されるので、基地局１００は、明確に緊急時の通信要求
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であることを認識することができる。
【００５１】
また、本実施の形態によれば、セル方式で作られている無線ネットワークの場合は、緊急
通信等を行なっている局から遠くにあるセルに緊急通信等の影響が及ばないので、周波数
の有効利用に大きく資することが可能である。
【００５２】
実施の形態３．
以上の実施の形態では、一時的に出力を大きくすることにより他の移動局との通信を押し
のけて移動局２００ａが基地局１００と緊急時の通信を行うため方法を示した。
この手法を通常時の通信の呼び出しに応用したのが本実施の形態である。核となる考えは
、緊急時の通信を行う移動局２００の出力を、従来より大きくするのではなく、通常時の
通信を行う移動局の出力を従来より下げるという点にある。
【００５３】
２局以上の移動局２００が１つの基地局１００の覆域に存在している場合を考える。前述
したように、基地局の数が増えても覆域によって空間を分割することにより（セルラー方
式）基地局が１つの場合に還元して考えることができるので、基地局は１つであると仮定
して一般性を失わない。
１つの基地局１００が担当する覆域の大きさを通常のシステムよりも小さく設定する。そ
うすると、基地局１００と移動局２００の間の通信を行うにあたり通常のシステムよりも
小さな電力（電界強度）で送信するだけで済む。具体的には、通常のシステムで使用され
る移動局側の最大電力の１／ｎ（ｎは遠近問題を利用して抑圧を行うのに必要な電力の比
）を移動局に許された最大電力として通常の通信を行う。
【００５４】
移動局２００が基地局１００との通信を確立するとき、通常のシステムと同等の最大電力
で送信を行う。このとき、基地局１００はすべての移動局２００に対して出力を抑制させ
る抑制信号を出し続けるものとする。
このようにすると、先の例のように他の移動局の通信を一時的に抑圧し、基地局１００と
の独占的な通信路を確立することができる。
このような独占的な通信路の確立を移動局２００による基地局への発呼として利用する。
【００５５】
この発呼を行うときに、一時的に通信路が不通となるが、発呼を行った移動局が通常出力
（通常の電界強度）に戻った後は他の移動局も通常時の通信に戻ることができる。この通
信がパケット方式のデータ通信であるならば、一時的に通信が途切れたとしても通信路が
回復した後に発呼前と同様に通信を行うことができるため、一時的な通信の断絶は大きな
問題とはならない。
また、電話等の回線交換方式による通信の場合には短時間（通常は１００ミリｓｅｃ程度
）の切断が発生するが、切断時間が小さいならば通話中に大きく気になることはなく、実
用上問題なく使用することができる。
【００５６】
本実施の形態によれば、上記の手続きにより、制御チャネルを用いずに発呼を行うことが
できる。制御チャネルとは、通信に用いない特別なチャネルのことである。制御チャネル
を使うことなく通信を行うことができるので（パワーコントロール信号は通常通信に重畳
させることができる）、割り当てを受けたすべての周波数を通信のために使用することが
できる。そのため、制御チャネルとして使用されていた帯域（通信路容量）を通常通信に
使用することができる。これにより周波数の有効活用に大きく資することが可能となる。
【００５７】
また、本実施の形態によれば、緊急時の通信を行う移動局２００の電界強度を従来より大
きくするのではなく、通常時の通信を行う移動局の電界強度を従来より下げているので、
通信システム全体に必要な電力量を削減することができる。
【００５８】
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実施の形態４．
本実施の形態では、緊急時の通信を発信する移動局が、まず、ノイズを発信し、他の移動
局と基地局との通常時の通信を妨害し、その後、当該移動局はノイズを中止して緊急時の
通信の情報を発信する通信方法について説明する。
２局以上の移動局２００が１つの基地局１００の覆域に存在している場合を考える。前述
したように、基地局１００の数が増えても覆域によって空間を分割することにより（セル
ラー方式）基地局が１つの場合に還元して考えることができるので、基地局は１つである
と仮定して一般性を失わないのは、本実施の形態でも同様である。
【００５９】
基地局１００が、移動局２００ａ、移動局２００ｂ、・・・、移動局２００ｃなるｎ個（
ｎは２以上の自然数）の移動局と通信している状況を考える。通常は、図１のようにすべ
ての移動局２００が、基地局と通常時の通信を行っている。
このとき、移動局２００ａが緊急時の通信を行なう方法を図７を用いて説明する。
図７は、本実施の形態での妨害による緊急時の通信の発信手順を示した図である。
まず、緊急時に、移動局２００ａ側では、緊急通信発呼部２０６からなされる緊急時の通
信の発呼要求に対応して、出力制御部２０２は、電界強度の出力調整を通常モードから緊
急モードに切り替え、緊急時の通信に使用する電界強度を他の移動局と基地局１００との
通信を妨害する程度の強力な電界強度に制御し（Ｓ１）、移動局側送信部２０８は、強力
な電界強度で信号を出力することによって、基地局１００に対する他の移動局（図１では
、移動局２００ｂ～移動局２００ｎ）からの通信に対して通信妨害を行う（Ｓ１２）。他
の移動局との通信を容易に妨害できるのはＣＤＭＡ方式の特性によるものである。この妨
害は、実施の形態２の様に通信内容（緊急時の通信である旨のフラグ）を含んでいる必要
はなく、任意の内容を示す、または、何らの意味をなさないノイズで良い。ノイズは基地
局１００と他の移動局との通信を妨害する程度の電界強度で送信する必要がある。
緊急時の通信であることを示す符号や移動局２００ａの端末情報を緊急時の通信である旨
のフラグとして送信した場合は本実施の形態の類型ではなく、実施の形態２に含まれる通
信システムに包含される。
【００６０】
基地局１００は、上記ノイズに対し、出力（電界強度）の低下を指令する電界強度の抑制
信号を全移動局に対して送信する（Ｓ１３）。
移動局２００ａ以外の移動局は出力低下指令に従い、上記抑制信号を受けて電界強度を低
下させた結果、他の移動局からの信号が、基地局１００に届かなくなり、通信が途絶える
（Ｓ１４）。
この間、移動局２００ａは、基地局１００からの電界強度の抑制信号を無視し、妨害波（
ノイズ）ではなく、緊急時に許容された最大出力で緊急時の通信内容を基地局１００に送
信する（Ｓ１５）。基地局の出力低下指令はこのとき、出し続けたままであるとする。
基地局１００は、他の移動局とのリンクが切れたことを検知することによって、移動局２
００ａから緊急時の通信要求がなされていることを認識する（Ｓ１４，Ｓ１５）。
【００６１】
また、Ｑｕａｌｃｏｍｍのパワーコントロール特許より、出力上昇の時定数は出力低下の
時定数より長いので、他の移動局が出力を元に戻すまでの間、移動局２００ａは他の移動
局よりも相対的に大きな出力を得ることができる。したがって、基地局１００は、出力低
下指令を出さなくても、移動局２００ａから緊急時の通信要求がなされていることを認識
することが可能である。
【００６２】
その後は、実施の形態１と同様に通信路を確立し、通常の通信手順により緊急時の通信を
行う。
【００６３】
本実施の形態によれば、緊急時の通信を要求する移動局２００ａが、緊急を通知する内容
を信号中に含むことなく、他の移動局と基地局１００との通常時の通信を妨害するノイズ
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のみを発することによって、基地局１００に移動局２００ａが緊急時の通信路の確立を要
求していることを知らせることができる。
【００６４】
上記すべての実施の形態の通信システムは、図８に示すような基地局１００及び移動局２
００の内部構成図によっても実現することができる。
図８に示す通信システムでは、図３の移動局２００と比較して、移動局２００に出力制御
部２０２及び緊急通信発呼部２０６が存在しない。その代わり、移動局２００と基地局１
００の間に緊急通信管理部３００が必要である。
緊急通信管理部３００には、緊急通信発呼部３０２と増幅器３０４が備えられている。緊
急通信発呼部３０２は、緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する部であり、図３の移動
局２００の内部構成である緊急通信発呼部２０６と同様の機能を持つ。増幅器３０４は、
緊急通信発呼部３０２から発信される緊急時の通信の発呼要求に対応して、移動局側送信
部２０８から送信される信号（緊急時の通信の発呼信号）の電力を他の移動局と基地局１
００との通信を妨害する程度の電界強度にまで増幅させる。
基地局側受信部１０８では、緊急通信管理部３００によって増幅された緊急時の通信の発
呼信号を受信する。その後の動作は、上述した実施の形態と同様である、なお、図８に図
示した基地局１００には、図３に示した基地局１００と比べ、出力制御部１０２は不要で
ある。
【００６５】
図８のような通信システムを構築することによって、移動局２００の内部構成を簡素化す
ることができる。移動局２００の重量の軽量化、体積のコンパクト化に対するユーザの要
求は高いため、図８に図示した通信システムによれば、このようなユーザの要求を満足さ
せることができる。
【００６６】
以上に記載した全実施の形態では、ＣＤＭＡを例に挙げて説明した。ＣＤＭＡは複数の移
動局が同じ周波数を同時に使用するので、遠近問題によって他の移動局の通信をすべて覆
い隠すことができ、また、ＣＤＭＡでは遠近問題が生じやすいため、上記実施の形態に記
載された発明に特に適した通信方法である。しかし、本発明は、遠近問題が生じる通信方
法であれば、ＣＤＭＡに限らず適用することができる。なお、ＣＤＭＡにはいくつかの方
法があるが、本発明では、多くのシステムで使用されている直接拡散方式を用いることが
好ましい。
【００６７】
また、全実施の形態の通信システムは、遠近問題に対処するために、移動局と基地局の間
でやり取りを行い、基地局における各移動局の電界強度がほぼ一定となるようフィードバ
ックループを構成し、移動局側が出力を調整する方法（パワーコントロール方式）を採用
していても、パワーコントロール方式を使用したシステム、または、人工衛星を基地局、
地球上（上空も含む）の局を移動局とする方法を採用していても、本発明を利用すること
ができる。
【００６８】
また、すべての実施の形態において、移動局２００が、出力する緊急時に他の移動局と基
地局１００との通信を妨害する程度の電界強度は、通常時の通信に使われる電界強度の約
１００倍程度であればよい。具体的には、２０ｄＢ程度であればよい。
遭難通信の場合には、移動局２００が通常時の通信に使用する電界強度が１００Ｗ程度で
あるのに対し、緊急時の通信に使用する電界強度は、１０ＫＷ程度が想定される。
【００６９】
上述したすべての実施の形態の通信システムにおいて、移動局２００が緊急時の通信を発
呼する方法の一例としては、移動局２００のインターフェイスに緊急ボタンを備え、緊急
ボタンには緊急であることのデータを記憶した信号を送信する機能をリンクさせておき、
緊急ボタンをユーザが押すことによって、緊急時の通信の発呼とすることが考えられる。
【００７０】
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すべての実施の形態の通信システムは、従来から使用されている通信システムに対して、
小幅な改変で実現可能である。したがって、本発明にかかる通信システムをＣＤＭＡ方式
を用いた通信に使用する場合には、比較的簡単なプロトコルにより優先的に緊急時の通信
を取り扱うことができる。本発明の通信制御方法は、単純ではあるが、単純であるが故に
実装が簡単であり、部品点数が少ないという意味で、コストを抑えることができるととも
に信頼性を高くすることができる。
【００７１】
図９は、基地局１００及び移動局２００のコンピュータ基本構成図である。
図９において、プログラムを実行するＣＰＵ４０は、バス３８を介してモニタ４１、キー
ボード４２、マウス４３、通信ポート４４、磁気ディスク装置４６等と接続されている。
磁気ディスク装置４６には、ＯＳ４７、プログラム群４９、ファイル群５０が記憶されて
いる。ただし、プログラム群４９、ファイル群５０が一体となってオブジェクト指向のプ
ログラム群４９を形成する形態も一実施の形態として考えられる。
基地局１００及び移動局２００を構成する各部がプログラムによって実施される場合には
、たとえば、出力制御部２０２が実行する動作をコーディングしたプログラムや緊急通信
発呼部２０６等が実行する動作をコーディングしたプログラムをプログラム群４９として
磁気ディスク装置４６に記憶し、磁気ディスク装置４６に記憶された各プログラムを、Ｃ
ＰＵ４０、ＯＳ４７で実行することによって、本発明が実行される。
上記各実施の形態では、基地局１００及び移動局２００は、通信ポート４４の機能を使用
して、無線通信される。
【００７２】
すべての実施の形態では、各構成要素の各動作はお互いに関連しており、各構成要素の動
作は、上記に示された動作の関連を考慮しながら、一連の動作として置き換えることがで
きる。そして、このように置き換えることにより、方法の発明の実施形態とすることがで
きる。
また、上記各構成要素の動作を、各構成要素の処理と置き換えることにより、プログラム
の実施の形態とすることができる。
また、プログラムを、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶
させることで、プログラムに記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の実施の形態
とすることができる。
【００７３】
従って、移動局側通信制御プログラムの実施の形態は、
基地局と通信をする移動局側通信制御プログラムにおいて、
緊急時に、緊急時の通信の発呼を要求する処理と、
前記緊急時の通信の発呼の要求に対応して、緊急時の通信に使用する信号の電界強度を、
他の移動局と基地局との通信を覆い隠して緊急時の通信を確立する程度の電界強度に制御
する処理と、
前記出力制御部によって制御される電界強度によって、緊急時の通信の発呼信号を基地局
に送信する処理とをコンピュータに実行させるための移動局側通信制御プログラムを記録
したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、というように、移動局側通信制御プログラム
を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の実施の形態とすることができる。
。
【００７４】
また、基地局側通信制御プログラムの実施の形態は、
複数の移動局と通信をする基地局側通信制御プログラムにおいて、
複数の移動局から送信された信号を受信する処理と、
前記受信した信号の電界強度に基づいて、受信した信号から緊急時の通信の発呼信号を検
出する処理と、
前記検出した緊急時の通信の発呼信号を送信した移動局に緊急時の通信路を割り当てる割
当信号を送信する処理とをコンピュータに実行させるための基地局側通信制御プログラム
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を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、というように、基地局側通信制御プロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の実施の形態とすることができる
。
【００７５】
プログラムの実施の形態及びプログラムに記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
の実施の形態は、すべてコンピュータで動作可能なプログラムにより構成することができ
る。
プログラムの実施の形態およびプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒
体の実施の形態における各処理はプログラムで実行されるが、このプログラムは、記録装
置に記録されていて、記録装置から中央処理装置（ＣＰＵ）に読み込まれ、中央処理装置
によって、各プログラムが実行されることになる。
また、各実施の形態のソフトウェアやプログラムは、ＲＯＭ（ＲＥＡＤ　ＯＮＬＹ　ＭＥ
ＭＯＲＹ）に記憶されたファームウェアで実現されていても構わない。あるいは、ソフト
ウェアとファームウェアとハードウェアとの組み合わせで前述したプログラムの各機能を
実現しても構わない。
【００７６】
【発明の効果】
本発明によれば、通信路容量の一部を緊急通信等のために常時確保する必要がなくなるた
め、確保する必要がなくなった通信路資源を有効活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　基地局と移動局の通常時の通信を図示したものである。
【図２】　移動局が緊急時の通信を発信した時の通信状態を図示したものである。
【図３】　基地局及び移動局の内部構成図である。
【図４】　移動局が遭難通信を発信する場合を想定した手順を示す図である。
【図５】　複数の移動局より緊急時の通信が発呼される通信システムの全体構成図である
。
【図６】　Ｐ 0～Ｐ 5母点とするボロノイ図である。
【図７】　妨害による緊急時の通信の発信手順を示した図である。
【図８】　基地局及び移動局の他の内部構成図である。
【図９】　基地局及び移動局のコンピュータ基本構成図である。
【符号の説明】
３８　バス、４０　ＣＰＵ、４１　モニタ、４２　キーボード、４３　マウス、４４　通
信ポート、４６　磁気ディスク装置、４７　ＯＳ、４９　プログラム群、５０　ファイル
群、１００，１００ａ，１００ｂ　基地局、１０２，２０２出力制御部、１０４，２０４
　通信制御部、１０６　検出部、１０８　基地局側受信部、１１０　基地局側送信部、２
００，２００ａ，２００ｂ，２００ｃ，２００ｎ　移動局、２０６，３０２　緊急通信発
呼部、２０８　移動局側送信部、２１０　移動局側受信部、３００　緊急通信管理部、３
０４　増幅器。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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